
２０２３年３月 

箱根登山鉄道株式会社 

 

 

旅客営業規則改定のお知らせ 

 

 

箱根登山鉄道（本社：神奈川県小田原市）では、下記のとおり、旅客営業規則を改定し

ますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１ 施行日   

２０２３年４月１日(土) 初電より 

 

２ 改定内容 

  新旧対照表（次葉以降を参照）のとおり 

 

以 上 



 

箱根登山鉄道株式会社「旅客営業規則」の一部改定 

 

改  定 現  行 

 

（前 略） 

 

（座席料金） 

第１２９条の３ 第５８条の３の規定によって発売する、座席券の大人料金は箱根湯本駅～強羅駅間大人５００

円とする。 

２ 第５８条の４により、車内座席券を発売する場合は、前項で定める料金に２００円を加算した額とする。

（以下「車内座席料金」という。） 

 

（中 略） 

 

（座席券の様式） 

第２１１条の２ 座席券の様式は次のとおりとする。 

表                  裏 

    
 

（サイズ 縦 57.5mm.×85.0mm.） 

 

２ 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。 

 

（以下略） 

 

（前 略） 

 

（座席料金） 

第１２９条の３ 第５８条の３の規定によって発売する、座席券の大人料金は箱根湯本駅～強羅駅間大人３２０

円とする。 

２ 第５８条の４により、車内座席券を発売する場合は、前項で定める料金に２００円を加算した額とする。

（以下「車内座席料金」という。） 

 

（中 略） 

 

（座席券の様式） 

第２１１条の２ 座席券の様式は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸法・・縦７.８ｃｍ 横 ９.５ｃｍ 

 

２ 「夜のあじさい号」については、別に定めるものとする。 

 

（以下略） 

附則 

この規則は、２０２３年４月１日より実施する。 


